
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
に
は
地
域
手
当
」
を
「
に
は
本
府
省
業
務
調
整
手
当
、
地
域
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
研
究
職
俸
給
表
」
と
あ
る
の
は
「
、
研
究
職
俸
給
表
又
は
」
を
「
第
十
条
の
三
第
一
項
中

「
又
は
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
、
指
定
職
俸
給
表
若
し
く
は
」
に
、
「
」
と
、
「
管
理
監

督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
十
一
条
の
三
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
管
理
監
督
職

員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
」
に
改
め
、
「
同
条
第
二
項
中
「
又
は

研
究
職
俸
給
表
」
の
下
に
「
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
を
、
「
又
は
自
衛
官
俸
給
表
」
の
下
に
「
の
適
用
を
受
け
る
職
員

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
、
「
）
に
」

と
」
の
下
に
「
、
「
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
又
は
常

勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
」
と
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
六
千
八
百
三
十
円
」
を
「
七
千
二
百
七
十
円
」
に
改
め
る
。
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第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
七
十
」
と
」
の
下
に
「
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十

二
・
五
」
と
」
を
加
え
、
「
百
分
の
六
十
六
・
二
五
」
を
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」

と
、
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
六
十
六
・
二
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」

に
、
「
百
分
の
五
十
」
」
を
「
百
分
の
五
十
（
」
」
に
改
め
、
「
、
「
百
分
の
六
十
」
の
下
に
「
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る

場
合
に
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
、
「
百
分
の
五
十
七
・
五
」
の

下
に
「
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・

五
）
、
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管

理
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
六
十
二
・
五
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
七
・
五
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
三
中
「
、
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
四
条
（
」
の
下
に
「
本
府
省
業
務
調
整
手
当
、
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
十
七
万
九
千
円
」
を
「
十
九
万
五
百
円
」
に
改
め
る
。

-2-



第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
十
五
万
千
三
百
円
」
を
「
十
六
万
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・

五
」
と
」
の
下
に
「
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
十
三
万
八
千
円
」
を
「
十
四
万
七
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百
七

十
二
・
五
」
と
」
の
下
に
「
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
と
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
俸
給
、
地
域
手
当
」
を
「
俸
給
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
、
地
域
手
当
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別表第一 自衛隊教官俸給表（第四条－第五条関係）

職務の級 １ 級 ２ 級
職 員 の 区 分

号 俸 俸 給 月 額 俸 給 月 額

円 円
1 259,800 389,400
2 261,200 390,900
3 262,600 392,300
4 264,000 393,700

5 265,400 395,100
6 266,600 396,500
7 267,800 398,000
8 269,000 399,400

9 270,300 400,700
10 271,400 402,100
11 272,500 403,600
12 273,700 405,100

13 275,000 406,400
14 276,700 407,900
15 278,400 409,400
16 280,100 410,900

17 281,800 412,300
18 283,800 413,900
19 286,000 415,500
20 288,200 417,000

21 290,400 418,200
22 292,600 419,600
23 294,800 421,000
24 296,900 422,300

25 298,900 423,900
26 300,800 425,300
27 302,700 426,600
28 304,500 428,000

29 306,300 429,400
30 308,200 430,700
31 310,000 432,200
32 311,700 433,700

33 313,400 435,300
34 315,200 436,700
35 316,900 438,300
36 318,500 439,800

37 320,100 441,500
38 321,800 443,000
39 323,600 444,600
40 325,300 446,200

41 326,600 447,700
42 328,500 449,200
43 330,300 450,400
44 332,000 451,600

45 333,600 452,800
46 335,500 454,100
47 337,200 455,300
48 338,900 456,500

49 340,600 457,600
50 342,300 458,800
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51 344,000 460,000
52 345,700 461,200

53 347,400 462,400
54 348,700 463,600
55 350,000 464,800
56 351,300 466,000

57 352,800 467,100
58 354,400 467,700
59 355,900 468,200
60 357,500 468,700

61 358,900 469,200
62 360,500
63 362,100
64 363,500

65 365,000
66 366,600
67 368,200
68 369,700

69 371,200
70 372,800
71 374,300
72 375,800

定年前再任用短時間勤
務職員以外の職員 73 377,300

74 378,900
75 380,500
76 382,000

77 383,400
78 384,800
79 386,200
80 387,500

81 388,800
82 390,200
83 391,500
84 392,800

85 393,900
86 395,300
87 396,600
88 397,900

89 399,100
90 400,400
91 401,500
92 402,700

93 403,900
94 405,000
95 406,200
96 407,400

97 408,800
98 409,800
99 410,800
100 411,800

101 412,700
102 413,700
103 414,800
104 415,900

105 416,600
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106 417,500
107 418,400
108 419,300

109 420,100
110 420,900
111 421,700
112 422,500

113 423,100
114 423,800
115 424,500
116 425,200

117 425,800
118 426,300
119 426,600
120 426,900

121 427,200
122 427,500
123 427,800
124 428,000

125 428,200
126 428,500
127 428,800
128 429,000

129 429,200
130 429,500
131 429,800
132 430,000

133 430,200
134 430,500
135 430,800
136 431,000

137 431,200
138 431,500
139 431,800
140 432,000

141 432,200
142 432,500
143 432,800
144 433,000

145 433,200

基 準 基 準
定年前再任用短時間勤 俸給月額 俸給月額

務職員 円 円
288,900 348,200
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別
表
第
二

自
衛
官
俸
給
表
（
第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
、
第
二
十
七
条
の
三
、
第
二
十
八
条
の
三
関
係
）

階
級

陸
将

陸
将

補
１

等
陸

佐
２
等
陸
佐
３
等
陸
佐
１
等
陸
尉
２
等
陸
尉
３
等
陸
尉
准
陸
尉
陸
曹
長
１
等
陸
曹
２
等
陸
曹
３
等
陸
曹
陸
士
長
１
等
陸
士
２
等
陸
士

海
将

海
将

補
１

等
海

佐
２
等
海
佐
３
等
海
佐
１
等
海
尉
２
等
海
尉
３
等
海
尉
准
海
尉
海
曹
長
１
等
海
曹
２
等
海
曹
３
等
海
曹
海
士
長
１
等
海
士
２
等
海
士

空
将

空
将

補
１

等
空

佐
２
等
空
佐
３
等
空
佐
１
等
空
尉
２
等
空
尉
３
等
空
尉
准
空
尉
空
曹
長
１
等
空
曹
２
等
空
曹
３
等
空
曹
空
士
長
１
等
空
士
２
等
空
士

職
員
の
区
分

俸
給

月
額

俸
給

月
額

号
俸

俸
給
月
額

俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額
俸
給
月
額

㈡
㈡

㈢
㈠

㈠

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

1
7
3
6
,
0
0
0

7
3
6
,
0
0
0
6
0
4
,
2
0
0
5
6
3
,
0
0
0
5
2
7
,
5
0
0
4
5
9
,
0
0
0
3
9
8
,
8
0
0
3
7
4
,
1
0
0
3
3
5
,
2
0
0
3
1
3
,
4
0
0
3
0
8
,
2
0
0
3
0
2
,
6
0
0
2
9
5
,
1
0
0
2
9
5
,
0
0
0
2
8
6
,
2
0
0
2
6
7
,
9
0
0
2
5
0
,
2
0
0
2
5
0
,
0
0
0
2
3
9
,
5
0
0

2
7
9
4
,
0
0
0

7
9
4
,
0
0
0
6
1
2
,
0
0
0
5
6
8
,
7
0
0
5
3
1
,
5
0
0
4
6
0
,
9
0
0
4
0
1
,
4
0
0
3
7
6
,
6
0
0
3
3
6
,
3
0
0
3
1
4
,
7
0
0
3
0
8
,
9
0
0
3
0
4
,
1
0
0
2
9
6
,
6
0
0
2
9
6
,
5
0
0
2
8
8
,
3
0
0
2
7
0
,
7
0
0
2
5
2
,
6
0
0
2
5
2
,
4
0
0
2
4
1
,
3
0
0

3
8
5
2
,
0
0
0

8
5
2
,
0
0
0
6
1
7
,
9
0
0
5
7
3
,
6
0
0
5
3
5
,
0
0
0
4
6
2
,
8
0
0
4
0
4
,
0
0
0
3
7
9
,
1
0
0
3
3
7
,
4
0
0
3
1
6
,
0
0
0
3
0
9
,
6
0
0
3
0
5
,
6
0
0
2
9
8
,
1
0
0
2
9
8
,
0
0
0
2
9
0
,
4
0
0
2
7
3
,
5
0
0
2
5
5
,
0
0
0
2
5
4
,
8
0
0
2
4
3
,
1
0
0

4
9
3
3
,
0
0
0

9
3
3
,
0
0
0
6
2
2
,
5
0
0
5
7
7
,
9
0
0
5
3
8
,
5
0
0
4
6
4
,
7
0
0
4
0
6
,
6
0
0
3
8
1
,
6
0
0
3
3
8
,
5
0
0
3
1
7
,
3
0
0
3
1
0
,
3
0
0
3
0
7
,
1
0
0
2
9
9
,
6
0
0
2
9
9
,
5
0
0
2
9
2
,
5
0
0
2
7
6
,
3
0
0
2
5
7
,
4
0
0
2
5
7
,
2
0
0
2
4
4
,
9
0
0

5
1
,
0
0
6
,
0
0
0

6
2
6
,
5
0
0
5
8
1
,
9
0
0
5
4
1
,
9
0
0
4
6
6
,
6
0
0
4
0
9
,
0
0
0
3
8
4
,
0
0
0
3
3
9
,
5
0
0
3
1
8
,
6
0
0
3
1
1
,
0
0
0
3
0
8
,
5
0
0
3
0
0
,
9
0
0
3
0
0
,
8
0
0
2
9
4
,
7
0
0
2
7
8
,
9
0
0
2
5
9
,
9
0
0
2
5
9
,
7
0
0
2
4
6
,
7
0
0

6
1
,
0
7
8
,
0
0
0

6
2
9
,
3
0
0
5
8
5
,
2
0
0
5
4
5
,
4
0
0
4
6
8
,
5
0
0
4
1
0
,
7
0
0
3
8
5
,
8
0
0
3
4
0
,
3
0
0
3
2
0
,
7
0
0
3
1
1
,
7
0
0
3
0
9
,
8
0
0
3
0
2
,
3
0
0
3
0
2
,
2
0
0
2
9
6
,
2
0
0
2
8
0
,
7
0
0
2
6
1
,
8
0
0
2
6
0
,
4
0
0
2
4
8
,
2
0
0

7
1
,
1
5
3
,
0
0
0

6
3
1
,
7
0
0
5
8
8
,
2
0
0
5
4
8
,
3
0
0
4
7
0
,
4
0
0
4
1
2
,
4
0
0
3
8
7
,
6
0
0
3
4
1
,
1
0
0
3
2
2
,
8
0
0
3
1
2
,
4
0
0
3
1
1
,
1
0
0
3
0
3
,
7
0
0
3
0
3
,
6
0
0
2
9
7
,
7
0
0
2
8
2
,
5
0
0
2
6
3
,
7
0
0
2
6
1
,
1
0
0
2
4
9
,
7
0
0

8
1
,
2
2
4
,
0
0
0

6
3
3
,
6
0
0
5
9
0
,
6
0
0
5
5
0
,
7
0
0
4
7
2
,
3
0
0
4
1
4
,
1
0
0
3
8
9
,
4
0
0
3
4
1
,
9
0
0
3
2
4
,
9
0
0
3
1
3
,
1
0
0
3
1
2
,
5
0
0
3
0
5
,
1
0
0
3
0
5
,
0
0
0
2
9
9
,
2
0
0
2
8
4
,
3
0
0
2
6
5
,
6
0
0
2
6
1
,
8
0
0
2
5
1
,
2
0
0

9
5
9
2
,
6
0
0
5
5
2
,
6
0
0
4
7
4
,
0
0
0
4
1
5
,
9
0
0
3
9
1
,
2
0
0
3
4
2
,
5
0
0
3
2
6
,
8
0
0
3
1
3
,
9
0
0
3
1
3
,
8
0
0
3
0
6
,
3
0
0
3
0
6
,
2
0
0
3
0
0
,
6
0
0
2
8
6
,
0
0
0
2
6
7
,
5
0
0
2
6
2
,
5
0
0
2
5
2
,
7
0
0

1
0

4
7
5
,
5
0
0
4
1
7
,
9
0
0
3
9
2
,
8
0
0
3
4
3
,
4
0
0
3
2
7
,
8
0
0
3
1
5
,
1
0
0
3
1
5
,
0
0
0
3
0
7
,
5
0
0
3
0
7
,
4
0
0
3
0
2
,
0
0
0
2
8
7
,
7
0
0
2
6
9
,
4
0
0
2
6
3
,
5
0
0
2
5
4
,
2
0
0

1
1

4
7
7
,
0
0
0
4
1
9
,
9
0
0
3
9
4
,
4
0
0
3
4
4
,
3
0
0
3
2
8
,
8
0
0
3
1
6
,
3
0
0
3
1
6
,
2
0
0
3
0
8
,
7
0
0
3
0
8
,
6
0
0
3
0
3
,
4
0
0
2
8
9
,
4
0
0
2
7
1
,
3
0
0
2
6
4
,
5
0
0
2
5
5
,
7
0
0

1
2

4
7
8
,
5
0
0
4
2
1
,
9
0
0
3
9
6
,
0
0
0
3
4
5
,
2
0
0
3
2
9
,
8
0
0
3
1
7
,
5
0
0
3
1
7
,
4
0
0
3
0
9
,
9
0
0
3
0
9
,
8
0
0
3
0
4
,
8
0
0
2
9
1
,
1
0
0
2
7
3
,
2
0
0
2
6
5
,
5
0
0
2
5
7
,
2
0
0

1
3

4
7
9
,
9
0
0
4
2
3
,
8
0
0
3
9
7
,
5
0
0
3
4
6
,
2
0
0
3
3
0
,
8
0
0
3
1
8
,
8
0
0
3
1
8
,
4
0
0
3
1
0
,
9
0
0
3
1
0
,
8
0
0
3
0
6
,
0
0
0
2
9
2
,
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0
0
4
3
6
,
7
0
0
4
2
6
,
9
0
0
4
2
1
,
9
0
0

1
2
4

4
6
0
,
5
0
0
4
4
9
,
8
0
0
4
4
0
,
5
0
0
4
3
7
,
5
0
0
4
2
7
,
7
0
0
4
2
2
,
7
0
0

1
2
5

4
6
0
,
9
0
0
4
5
0
,
4
0
0
4
4
1
,
3
0
0
4
3
8
,
2
0
0
4
2
8
,
5
0
0
4
2
3
,
4
0
0

1
2
6

4
6
1
,
4
0
0
4
5
1
,
1
0
0
4
4
2
,
0
0
0
4
3
9
,
0
0
0
4
2
9
,
3
0
0
4
2
4
,
2
0
0

1
2
7

4
6
1
,
9
0
0
4
5
1
,
8
0
0
4
4
2
,
7
0
0
4
3
9
,
8
0
0
4
3
0
,
1
0
0
4
2
5
,
0
0
0

1
2
8

4
6
2
,
4
0
0
4
5
2
,
5
0
0
4
4
3
,
4
0
0
4
4
0
,
6
0
0
4
3
0
,
9
0
0
4
2
5
,
8
0
0

1
2
9

4
6
2
,
9
0
0
4
5
3
,
1
0
0
4
4
4
,
2
0
0
4
4
1
,
4
0
0
4
3
1
,
8
0
0
4
2
6
,
6
0
0

1
3
0

4
5
3
,
8
0
0
4
4
5
,
0
0
0
4
4
2
,
2
0
0
4
3
2
,
6
0
0

1
3
1

4
5
4
,
5
0
0
4
4
5
,
8
0
0
4
4
3
,
0
0
0
4
3
3
,
4
0
0

1
3
2

4
5
5
,
2
0
0
4
4
6
,
6
0
0
4
4
3
,
8
0
0
4
3
4
,
2
0
0

1
3
3

4
5
5
,
7
0
0
4
4
7
,
4
0
0
4
4
4
,
7
0
0
4
3
5
,
1
0
0

1
3
4

4
5
6
,
3
0
0
4
4
8
,
1
0
0
4
4
5
,
5
0
0
4
3
5
,
9
0
0

1
3
5

4
5
6
,
9
0
0
4
4
8
,
8
0
0
4
4
6
,
3
0
0
4
3
6
,
7
0
0

1
3
6

4
5
7
,
5
0
0
4
4
9
,
5
0
0
4
4
7
,
1
0
0
4
3
7
,
5
0
0

1
3
7

4
5
8
,
2
0
0
4
5
0
,
2
0
0
4
4
7
,
9
0
0
4
3
8
,
4
0
0

1
3
8

4
5
1
,
0
0
0
4
4
8
,
6
0
0
4
3
9
,
0
0
0

1
3
9

4
5
1
,
8
0
0
4
4
9
,
3
0
0
4
3
9
,
6
0
0

1
4
0

4
5
2
,
6
0
0
4
5
0
,
0
0
0
4
4
0
,
2
0
0

1
4
1

4
5
3
,
5
0
0
4
5
0
,
7
0
0
4
4
0
,
7
0
0

1
4
2

4
5
4
,
2
0
0
4
5
1
,
4
0
0

1
4
3

4
5
4
,
9
0
0
4
5
2
,
1
0
0

1
4
4

4
5
5
,
6
0
0
4
5
2
,
8
0
0

1
4
5

4
5
6
,
3
0
0
4
5
3
,
5
0
0
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再
任
用
職
員

－
－

5
2
8
,
3
0
0
4
8
4
,
6
0
0
4
6
9
,
1
0
0
4
1
2
,
1
0
0
3
7
2
,
6
0
0
3
5
4
,
4
0
0
3
2
2
,
0
0
0
3
0
4
,
1
0
0
2
9
8
,
1
0
0
2
9
7
,
7
0
0
2
9
0
,
9
0
0
2
8
9
,
3
0
0
2
8
0
,
8
0
0
2
6
3
,
1
0
0

－
－

－

備
考

統
合
幕
僚
長
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
以
外
の
官
職
を
占
め
る
者
で
陸
将
、
海
将
又
は
空
将
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の
㈡
欄
に
定
め
る
額
の
俸
給
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

㈠㈡
こ
の
表
の
陸
将
補
、
海
将
補
及
び
空
将
補
の

欄
に
定
め
る
額
の
俸
給
の
支
給
を
受
け
る
職
員
は
、
備
考

の
政
令
で
定
め
る
官
職
に
準
ず
る
官
職
を
占
め
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

㈠
㈠

㈢
こ
の
表
の
１
等
陸
佐
、
１
等
海
佐
及
び
１
等
空
佐
の

欄
又
は
㈡
欄
に
定
め
る
額
の
俸
給
の
支
給
を
受
け
る
職
員
の
範
囲
は
、
官
職
及
び
一
般
職
に
属
す
る
国
家
公
務
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

㈠

㈣
退
職
の
日
に
昇
任
し
た
職
員
（
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
職
員
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
退
職
の
日
の

前
日
に
属
し
て
い
た
階
級
の
欄
に
定
め
る
額
の
俸
給
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
二
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
、
初
任
給
調
整
手
当
」
の
下
に
「
（
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
の
自
衛
官
に
は
」
の
下
に
「
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
条
の
五
」
を
「
第
十
条
の
六
」
に
改
め
、
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
、
「
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員

又
は
常
勤
の
防
衛
大
臣
政
策
参
与
」
の
下
に
「
」
と
、
一
般
職
給
与
法
第
十
条
の
五
第
一
項
中
「
職
務
の
級
」
と
あ
る
の
は

「
職
務
の
級
又
は
階
級
」
と
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
、

「
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
と
し
て
政
令
で
定
め

る
時
間
数
」
を
加
え
、
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
」
を
削
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
、
「
百
分
の
百
七
・
五
」
と
あ

る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「
、
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
六
十
六
・
二
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場

合
に
は
百
分
の
六
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
一
・
二
五
」
と
、
「
百
分
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の
百
六
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
と
、
「
百
分
の
六
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
五
十
（
」
」
を

「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
」
に
、
「
百
分
の
六
十
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管
理

職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
六
十
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
六
十
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
七
・
五
）
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合

に
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
六
十
二
・
五
）
、
自
衛
隊
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
六
十
二
・
五
」

を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
）
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
五
十
一
・
二
五
（
特
定
管
理

職
員
に
あ
つ
て
は
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
三
中
「
百
分
の
百
二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、

「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
を
「
、
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
六
項
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
を
「
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
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る
。

５

第
一
項
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
そ
の
他
そ
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例

に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
。

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
一
万
二
千
三
百
円
」
を
「
一
万
三
千
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
中
「
一
万
八
千
五
百
円
」
を
「
一
万
九
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
学
生
手
当
」
の
下
に
「
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
百
分
の
百

二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
そ
の
他
そ
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例

に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
」
を
「
、
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
百

二
十
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
六
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
と
あ
る
の

は
「
百
分
の
百
七
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
五
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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５

第
一
項
の
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
の
月
額
そ
の
他
そ
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例

に
準
じ
て
政
令
で
定
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
第
十
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
十
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条

の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
第
一
条
改
正
後
防
衛
省
給
与
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
適
用
日
に
お
け
る
最
高
の
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
の
切
替
え
）

第
二
条

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
防
衛
省
の
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

俸
給
月
額
を
受
け
て
い
た
職
員
の
適
用
日
に
お
け
る
俸
給
月
額
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
。
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（
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

号
。
以
下
「
一
般

職
給
与
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
第
一
条
改
正
後
防
衛
省
給
与
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
一
般
職
給
与
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
九
十
五
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
改
正
法
附
則

第
三
条
中
「
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
十
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
省
の
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
」
と
、
「
及
び
」
と
あ
る
の
は

「
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
及

び
」
と
、
「
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定

再
任
用
隊
員
」
と
、
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
四
条

第
一
条
改
正
後
防
衛
省
給
与
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
の
規

定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
第
一
条
改
正
後
防
衛
省
給
与
法
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。
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（
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

一
般
職
給
与
改
正
法
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
一
般
職
給
与
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
職
給
与
改
正
法
附
則
第
五
条
中
「
一
般
職
の
職
員
の
給

与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
、
「
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
附
則
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
初
任
給
調
整
手
当
」
を
「
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
」
に
改
め
る
。
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（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
第
八
項
中
「
附
則
第
十
二
条
第
六
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
第
九
項
中
「
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
及
び
「
（
附
則
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
三
条
に
お
い

て
「
新
防
衛
省
職
員
給
与
法
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

附
則
第
十
二
条
中
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
五
項
中
「
第
五

条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
初
任
給
調
整
手
当
」
を
「
第
一
種

初
任
給
調
整
手
当
」
に
改
め
、
「
並
び
に
新
防
衛
省
職
員
給
与
法
第
五
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

暫
定
再
任
用
隊
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し
て
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
新
防
衛
省
職
員
給
与
法
」
を
「
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
る
。
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理

由

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
例
に
準
じ
て
防
衛
省
職
員
の
俸
給
月
額
等
を
改
定
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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